様式第34号(第31条関係)

(表)
	第　　　　　号

彦根市営住宅検査員証

職　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　彦根市営住宅の設置および管理に関する条例第56条第1項の規定による検査員であることを証明する。

　　　　　　年　　月　　日

彦根市長　　　　　　　　　　印　




(裏)
	彦根市営住宅の設置および管理に関する条例(抜すい)

第56条　市長は、市営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員もしくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ、または入居者に対して適当な指示をさせることができる。
　2　前項の検査において、現に使用している市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。この場合においては、入居者は、正当な理由がなければ前項の規定による立入検査を拒むことができない。
　3　第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。



